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i n f o r m a t i o n

子
育
て

沖
縄
県
立
美
咲
特
別
支
援
学
校

平
成
22
年
度
幼
稚
部
幼
児
募
集
説
明
会

　

平
成
22
年
度
の
幼
児
募
集
に
向
け
て
の
説

明
会
を
行
い
ま
す
。
な
お
、
知
的
に
遅
れ
の

あ
る
お
子
さ
ん
の
教
育
相
談
、
学
校
見
学
、

体
験
活
動
に
つ
い
て
は
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
お
気
軽
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

【
と　

き
】
入
学
説
明
会　

12
月
10
日
（
木
）

　

午
後
２
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

　
（
受
付　

午
後
２
時
15
分
〜
）

出
願
期
間　

   

２
月
８
日（
月
）〜
９
日（
火
）

入
学
者
選
考
日 

３
月
９
日（
火
）又
は
10
日（
水
）

【
と
こ
ろ
】
美
咲
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部

【
対　

象
】
平
成
22
年
３
月
31
日
現
在
で
満

年
齢
が
３
歳
・
４
歳
・
５
歳
に
達
す
る
知
的

発
達
に
遅
れ
の
あ
る
幼
児
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

美
咲
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部　

担
当
：
平
川

午
後
１
時
30
分
〜
午
後
５
時

母
子
家
庭
高
等
技
能
訓
練
促
進
費
事

業
の
内
容
が
変
わ
り
ま
し
た

　

母
子
家
庭
の
母
が
、
看
護
師
、
介
護
福
祉

士
な
ど
の
資
格
取
得
の
た
め
、
養
成
機
関
で

修
業
す
る
場
合
に
、
生
活
の
安
定
を
図
り
、

資
格
取
得
を
容
易
に
す
る
た
め
の
費
用
を
一

定
期
間
支
給
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
国
の
経
済
危
機
対
策
の
一
環

と
し
て
、
支
給
対
象
者
の
条
件
な
ど
が
一
部

変
更
に
な
り
ま
し
た
。（
下
記
の
表
）

【
対
象
者
】

　

う
る
ま
市
に
住
所
を
有
す
る
母
子
家
庭
の
母

で
、
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

・
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
か
、
そ
れ

と
同
等
の
所
得
水
準
の
方

・
養
成
機
関
に
お
い
て
実
施
す
る
修
業
年
限
が
２

年
以
上
で
、
資
格
の
取
得
が
見
込
ま
れ
る
方

・
就
業
（
仕
事
）
又
は
育
児
と
修
業
の
両
立
が

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方

・
過
去
に
、
こ
の
訓
練
促
進
費
を
受
け
た
こ
と

が
な
い
方

【
対
象
資
格
】

・
看
護
師
（
准
看
護
師
）、
介
護
福
祉
士
、
保

育
士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
そ

の
他
市
長
が
適
当
と
認
め
る
資
格

【
申
請
方
法
】
児
童
家
庭
課
で
事
前
相
談
が

必
要
で
す
。
詳
し
く
は
事
前
相
談
時
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

※
す
で
に
修
業
さ
れ
て
い
る
方
で
、
希
望
さ

れ
る
方
は
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

沖
縄
県
立
美
咲
特
別
支
援
学
校
幼
稚
部

９
３
８
｜
１
０
３
７

児
童
家
庭
課

９
７
３
｜
４
９
８
３

母子家庭高等技能訓練促進費事業の主な変更内容※
こ
の
内
容
は
、
平
成
21
年
６
月
５
日
か

ら
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
修

業
し
て
い
る
方
が
対
象
で
す
。

※
支
給
月
額
は
、
６
月
分
か
ら
変
更

変更項目 変　更　前 変　更　後

対象者
養成機関において実施する修業年限が２年以
上のうち、３分の２に相当する期間を修業し、
資格の取得が見込まれる方

養成機関において実施する修業年限が２年以
上で、資格の取得が見込まれる方

申請時期 修業する期間の３分の２に相当する期間を経
過した日以降に申請 修業を開始した日以降

支給対象期間 修業する期間の３分の１に相当する期間が支
給対象（12 カ月を上限）

申請のあった月から修業が満了する月までの
全期間が支給対象

支給月額 ・市町村民税非課税世帯　　103,000 円
・市町村民税課税世帯　　　  51,500 円

・市町村民税非課税世帯　 141,000 円
・市町村民税課税世帯　　　70,500 円

募　

集

う
る
ま
市
「
市
民
音
頭
」
作
品
募
集

　

市
民
の
融
和
と
郷
土
愛
の
高
揚
を
図
り
、
う

る
ま
市
を
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
を
目
的
に

「
市
民
音
頭
」
を
募
集
し
ま
す
。
市
内
外
か
ら

の
多
数
の
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
作
品
募
集
の
内
容
及
び
条
件
】

q 

募
集
は
、
歌
詞
の
み
と
す
る
。

w 

市
民
が
親
し
み
や
す
く
、
明
る
い
内
容
の
歌

詞
で
、
う
る
ま
市
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
。

e 

市
の
歴
史
や
風
物
を
歌
っ
た
も
の
で
、
郷

土
愛
を
高
揚
す
る
歌
詞
で
あ
る
こ
と
。

r 

歌
詞
は
、
１
番
か
ら
４
番
又
は
５
番
ま
で

と
す
る

t 

自
作
の
未
発
表
作
品
で
、
他
者
の
知
的
所

有
権
、
知
的
財
産
権
を
侵
害
し
な
い
も
の
。

y 

一
般
公
募
（
応
募
資
格
は
問
わ
な
い
）
と

し
、
一
人
１
作
品
と
す
る
。

u 

歌
詞
の
漢
字
に
は
、
必
ず
フ
リ
ガ
ナ
を
付

け
る
こ
と
。

【
申
込
方
法
】

　

ま
ち
づ
く
り
課
の
窓
口
に
用
意
し
て
あ
り

ま
す
応
募
用
紙
又
は
、
う
る
ま
市
ま
ち
づ
く

り
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
応
募
用
紙
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
お
申
込
く
だ
さ
い
。
多
数
の

ご
応
募
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

【
募
集
期
間
】

　

10
月
21
日
〜
12
月
21
日　

午
後
５
時
ま
で

　
（
郵
送
の
場
合
も
、
当
日
必
着
と
す
る
）

ま
ち
づ
く
り
課

９
７
３
｜
５
０
２
９


